2019年12月吉日
(一社）全国旅行業協会(ANTA)　御中
株式会社JTB水戸支店
支店長　柳沢　一道
（ご案内）「茨城県ふっこう割事業」につきまして
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では、茨城県より委託を受けまして、「茨城県ふっこう割事業」の事務局を担当することとなりました。
つきましては、下記内容にて補助金申請期間を設けますので、個所内でご周知いただき、茨城県への誘客のご協力の程、どうぞ宜しくお願い致します。
記
1． 「茨城県ふっこう割事業」趣旨
台風第19号は本県観光地に大きな被害をもたらしたところであり，風評被害や自粛ムードによる旅行控えや，宿泊キャンセルの影響が懸念されます。そこで，国の制度を活用し，旅行業者・宿泊施設に対して，旅行料金・宿泊料金の割引を支援することにより，観光需要の喚起を図ります。
2． 「茨城県ふっこう割事業」制度概要
被災した県内30市町（※）における１泊以上の宿泊商品・旅行商品を対象に，旅行会社やホテル等に１人１泊あたり最大5,000円を補助することにより，割引で販売します。

※災害救助法適用の30市町
水戸市，日立市，土浦市，古河市，石岡市，結城市，下妻市，常総市，常陸太田市，高萩市，北茨城市，笠間市，つくば市，ひたちなか市，守谷市，常陸大宮市，
那珂市，筑西市，坂東市，かすみがうら市，桜川市，神栖市，鉾田市，つくばみらい市，茨城町，大洗町，城里町，大子町，八千代町，境町
3． 申請期間・割引対象期間
・旅行会社様からの申請募集期間は12月18日（水）～令和2年1月31日（金）事務局必着となります。

※随時、審査・交付決定を行います。（申請金額がそのまま決定金額にならない場合もございます。）
・販売開始日から令和２年３月14日（土）までの宿泊が対象となります。

・期間内であっても，利用額が予算上限に達した時点で販売終了となります。
4． 割引金額
	宿泊・旅行料金
（１人１泊当たり）
	割引額
（１人１泊当たり）
	割引上限額
（1回の旅行当たり）

	6,000円以上10,000円未満
	3,000円
	【日本人旅行者】15,000円
【外国人旅行者】50,000円

	10,000円以上
	5,000円
	


※1人1泊あたり6,000円未満の商品は対象外です。
5． 詳しい申請の流れ・マニュアル・申請及び報告に係る様式は下記のサイト上に掲載いたします。
茨城県観光物産課ホームページ　http://www.pref.ibaraki.jp/eigyo/kanko/senden/2019fukkou.html
観光いばらきホームページ　https://www.ibarakiguide.jp/
茨城県ふっこう割特設サイト（12月23日～）　https://ibaraki-fukkou.jp
6． 事務局・問い合わせ先
茨城県ふっこう割事務局（株式会社JTB水戸支店内）
　TEL：029-225-5253　メールアドレス：ibaraki_fukkou@jtb.com
営業・受付時間：平日10時00分～17時00分（土日祝日及び年末年始12月28日～1月5日休業）
